
第５２号議案 

 

 

町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年(２０２６年)６月１日 

 

                                        提出者  町田市長  稲 垣 康 治 



町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関する条例（平成２７年１２月町田市

条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

略 略 

１３ 市長 認可保育所その他の特定教

育・保育施設又は特定地域型

保育事業所を利用する児童

の保護者から徴収する費用

の補助又は減免に関する事

務であって市規則で定める

もの 
 

機関 事務 

略 略 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

略 略 略 

１１ 市

長 

認可保育所そ

の他の特定教

育・保育施設又

は特定地域型

保育事業所を

利用する児童

の保護者から

徴収する費用

の補助又は減

免に関する事

務であって市

規則で定める

もの 

生活保護関係

情報であって

市規則で定め

るもの 

地方税関係情

報であって市

規則で定める

もの 

中国残留邦人

等支援給付等

関係情報であ

って市規則で

定めるもの 
 

機関 事務 特定個人情報 

略 略 略 
 

  
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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